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2023年度 政策制度に対する要求と提言・回答 
 

 

【行財政政策】 
 

【回答評価について】 

◇ 記述の内、原則として次の評価を行いました。 

①「要求に対し、取り組みが進められており、解決が期待できる。」  

②「要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。」 

③「要求に対し、取り組みがない。」 

④「やむなし。（自治体としての権限外や要求の再検討が必要である。）」 

 

□ 評価一覧 

  26．若年者投票率の向上に向けた実態把握と取り組み促進              ② 

  27．成年年齢引き下げに伴う消費者被害防止及び実効性の施策実施          ② 

  28．新たなデジタル行政基盤への指向、マイナンバーカード普及に際しての不安払拭 ② 

29．公契約条例制定の取り組み促進                       ② 

30．カスタマーハラスメント防止に向けた実態調査の実施及び対策推進       ② 

 

 

神奈川県（選挙管理委員会） 

衆議院議員及び参議院議員の国政選挙や、知事及び県議会議員の統一地方選挙の投票率に

ついては、特に若年層の投票率が他の年代と比較して低い傾向にあることから、若者の積極

的な投票参加を促していくことは大変重要だと考えています。 

政治・選挙に関する意識調査については、選挙の都度、公益財団法人明るい選挙推進協会

が、全国の全年代の有権者に対する抽出調査を実施しています。その調査結果によると、若

年層は「選挙にあまり関心がなかった」又は「政党の政策や候補者の人物像など違いが分か

らなかった」ため投票を棄権し、また、政治や選挙に関する情報を主にインターネットから

入手していることがうかがえます。 

こうした状況を踏まえ、県選挙管理委員会では、県内の大学生で組織する「かながわ選挙

26．国政・地方選挙ともに投票率の向上が課題となっているが、その中でも若者の投票率

の低下が深刻化している。このまま若年層の投票率が下がり続ければ、若年層の意見や

思いが反映されていない政策がすすむこととなり、偏った世代の政策になってしまう恐

れがある。民主主義の根幹をなす全世代への公民権行使啓発の意味からも、県として若

年層の政治に関する意識調査を行い、原因を究明するとともに「かながわ選挙カレッジ

活動」の拡充や県の審議会に「若者枠」を設置する等、関係機関と連携し若年層の投票

率向上に取り組むこと。 

＜選挙管理政策 16.5 16.6 16.7 新規＞ 
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カレッジ」と連携して、シチズンシップ教育を進めている高校への出前授業などの啓発活動

を実施するとともに、選挙時における啓発ではインターネット広告を大幅に増やしていると

ころです。 

カレッジ生からは、ショート動画の活用といった、若者に向けた新たな啓発のアイデアも

出されているため、今後こうした提案も取り込みながら啓発事業を企画、実施し、若年層の

投票率向上に取り組んでまいります。 

 

横浜市（選挙管理委員会事務局） 

政治には多様な世代・立場の声が反映されることが望ましいため、若年層の低投票率は課

題として認識しております。 

本市では地方選挙（統一地方選挙、市長選挙）のたびに「投票参加状況調査」を実施し、政

治に関する意識や投票行動、接触した広告媒体について調査しております。 

令和５年４月９日に行われた統一地方選挙においては、過去の調査結果を踏まえ、若年層

が接する広告媒体（交通広告、インターネット広告等）の広報を強化するとともに、若年層

向けの啓発動画・チラシを作成するなどして投票参加を呼びかけてまいりました。 

また、大学生や高校生等からなる若者選挙啓発団体と連携して、啓発を企画するなど、若

年層の視点を踏まえた啓発を実施しております。 

引き続き、若年層の投票率向上に向けて、関係機関と連携しながら、効果的な啓発に取り

組んでまいります。 

 

川崎市（選挙管理委員会選挙部選挙課） 

本市といたしましても、この状況は重要な課題であると考えているところです。 

意識調査については、定期的に市長選挙が執行された翌年に「川崎市民アンケート」の中で、

投票しなかった理由等、選挙に関する設問を設け調査しており、直近の令和４年度に実施し

たアンケート調査の「投票しなかった理由」では、若い世代においては、「政治や選挙に関心

がなかったから」、「仕事や用事等で忙しかったから」という理由が多く、この結果は全国的

にもほぼ同様の結果となっています。 

若年層の投票率向上に向けては、選挙が執行される際にも、若い世代の方が情報に触れる

機会が多い SNS や電車内の動画放映などによる選挙啓発を行っておりますが、やはり、日頃

からの「社会参加への意識醸成」や「政治や選挙への関心を高める」取組が重要であると考

えているところです。 

このため、中長期的な視点に立ち、選挙権年齢に達する前の世代を対象に、政治や選挙へ

の関心を高める取組として、市内の小・中学校や高等学校と連携した「選挙出前講座」や、実

際の選挙器材を使った「生徒会役員選挙協力事業」を継続して実施しているところです。 

今後につきましても、新たに市内大学の学生と直接、意見交換の場を設ける等、若者の選

挙に対する意識の把握や効果的な手法の検討を行い、若年層の投票率向上に向けた取組を一

層推進してまいります。 

 

相模原市（行政委員会事務局） 

本市では、若年層の投票率向上を図るため、本年度執行された統一地方選挙では、市内大

学生に若者目線で啓発ポスターや動画の制作を依頼し、啓発活動に取り組みました。 
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また、日ごろから選挙への関心を高めてもらうため、１８歳の誕生日を迎える新成人に対

して、投票の仕方などをお知らせするバースデーカードを送付するとともに、選挙事務従事

の事前登録を案内するほか、当該世代の多くの人が利用しているＳＮＳを活用し、積極的な

情報発信に努めております。 

将来有権者になる児童・生徒に対しても、学校等での出前講座の実施や、生徒会選挙時に

おける実物の投票箱や記載台などの貸出しにより、政治参加に対する意識の醸成にも取り組

んでおります。 

選挙への意識調査は全国的に実施されておりますが、本市においても大学生などから直接

意見を聞くなど、様々な機会を通じて、若年層の意見を把握しながら、関係機関とも連携し、

若年層の投票率向上に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

神奈川県（くらし安全防災局） 

県では、成年年齢引下げによる、若者の消費者トラブルの未然防止の取組として、若者に

多く見られる消費者トラブルを題材にした啓発動画の作成・配信や、県内全ての高校、大学

等にポスターを配布したほか、成年年齢引下げに関する若者向けの情報サイトを開設するな

どの啓発を実施しています。今後も窓口に寄せられる相談事例等を踏まえ、必要に応じた啓

発を実施します。 

また、若者への啓発に加えて、見守る立場の保護者に向けて、県教育委員会などと連携し

た啓発チラシの配布や、啓発動画の配信などの取組も実施しました。 

国・県・市の連携については、県が作成した啓発動画を市町村の施設で放映したほか、啓

発資料の共同発行などを実施しました。 

さらに、国の「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーン」の一環として、消費

者庁の呼びかけで、キャンペーン期間中に啓発ポスターを国・県・市が合同で掲示し、連携

して集中的な注意喚起を行いました。 

 

27．成年年齢の引下げによる 18 歳・19 歳の未成年者取消権喪失に伴い、悪徳業者による

被害拡大が報告されている。県として成年年齢引下げに伴う被害が拡大することのない

よう充分な注意喚起を行うとともに、国・県・市と連携し実効性のある施策を速やかに

実現すること。 

＜消費者政策 16.2 16.6 補強＞ 

評価 ② 要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。 

・現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・若年層に対する政治や投票への意識喚起及び、社会への民主的意見反映 

機会としての選挙の仕組みについての理解を深める取り組みについて 

更なる実施を求める。 
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横浜市（経済局） 

成年年齢引き下げに係る取組については、民法改正前から様々実施しており、昨年度は新

たな取組として、横浜スポーツパートナーズと連携し、トップスポーツチームの選手等が若

者に向けて消費者トラブルを注意喚起する動画を作成、放映するなど、被害防止に向けた取

組を継続しています。 

令和５年度も、市内小中学校、高等学校、特別支援学校等に弁護士等の専門家の講師を派

遣し、成人になると巻き込まれやすくなる消費者トラブルとその対処法について学ぶ消費者

教育出前講座を継続して実施しています。 

今後も消費生活総合センターに寄せられる相談の受付状況を注視しながら、教育・啓発の

事業を進めてまいります。 

 

川崎市（経済局消費者合成センター） 

本市においては、成年年齢引下げに伴い、想定される消費者トラブル等についての啓発動

画を作成し、デジタルサイネージやＳＮＳ広告、劇場 CM 等により、18 歳・19 歳を含めた若

者への啓発を実施しております。また、これから成年となる中高生等に対する消費者教育と

して、国、県、教育機関等と連携を図りながら、教育現場で活用できる教材の充実に努める

など、若者の消費者被害の防止に向けたさらなる取組を推進してまいります。 

 

相模原市（市民局） 

消費者教育につきましては、中学や高校での出前講座において、成年年齢引下げに係る注

意喚起を行っているほか、市内県立高校の学校長会議及び市ＰＴＡ連合会において、消費者

教育の必要性や出前講座の活用について呼び掛けております。また、市内大学等の担当者と

の懇談会では、入学オリエンテーション等での注意喚起や、県が作成した啓発パンフレット

「契約のきりふだ」等の配布をお願いしております。今後も、自立した消費者の育成のため、

消費者庁や国民生活センターを含む関係機関・団体と連携し、消費者教育の充実・強化に努

めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 ② 要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。 

・現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・若年層に対する未成年者取消権喪失に伴う、消費トラブルの悪化を招かな 

いよう更なる取り組み実施を求める。 
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神奈川県（政策局、総務局） 

県では、行政手続のオンライン化や公金収納のキャッシュレス決済の導入等、デジタル技

術を活用した行政サービスの見直しを図り、県民の利便性の向上に努めているところです。 

また、マイナンバー制度については、意義やメリット等を県公式サイトにおいて広報する

とともに、県の出先機関にはマイナンバーカードの安全性に関するチラシを配架し、安全性

についても周知しています。 

併せて、国に対しては、全国知事会を通じマイナンバー制度のメリットや安全性に関して

国民へ丁寧な説明を行うなど、国民のマイナンバー制度への理解促進につながる取組を強化

することを要望しています。 

県の個人情報保護については、令和５年４月１日より、社会全体のデジタル化を背景とし

て個人情報の利活用と個人の権利利益の保護の両立を目的として改正された「個人情報の保

護に関する法律」が適用されています。 

県では、同法を適切に運用し、個人情報を取り扱う職員の認識の向上を図るとともに、法

の施行の状況を周知するなどして、県民の不安を払拭するための個人情報保護策を引き続き

講じてまいります。 

 

横浜市（デジタル統括本部、市民局） 

横浜市では、令和４年９月 30 日に策定した横浜 DX 戦略に基づき、行政のデジタル化に取

り組んでまいります。 

また、マイナンバーカードの普及促進にあたっては、引き続き国と連携し、カードの利便

性や安全性の周知に努めてまいります。 

個人情報の保護については、市民の皆さまから理解が得られるよう、引き続き、国と連携

しながら、法令に基づく適正な取扱いの確保に取り組んでいきます。 

 

川崎市（総務企画局デジタル化推進室、情報化施策推進室、行政情報課） 

本市では、デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進プランに基づき、デジタル技術

とデータを活用して、「誰でも、どこでも、便利に」行政サービスを利用することができるデ

ジタル市役所の実現に向けて取り組んでおります。各種行政手続については、来庁すること

なく、いつでも、どこからでもオンラインで手続ができるよう、令和５年４月から「オンラ

イン手続かわさき（e-KAWASAKI）」の本格稼働等により、行政手続の原則オンライン化を実施

したところであり、今後も課題のある手続のオンライン化を検討するとともに、バックオフ

ィスにおいてデジタル処理による業務の効率化を推進してまいります。 

28．デジタル技術の活用による行政サービスの見直しにより、県民生活の利便性向上やデ

ジタル・セーフティネットの構築につなげ、新たなデジタル行政基盤を指向すること。 

国がすすめているマイナンバーカードの普及にあたっては、引き続き国と連携し県民

への周知をすすめるとともに、県民の不安を払拭するため、更なる個人情報の厳格な保

護、なりすまし防止、また個人情報保護委員会の機能強化などの個人情報保護策を講じ

ること。 

＜デジタル行政政策 9.1 16.6 補強＞ 
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その上で、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）につきましては、平成２９年１１月

から情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の本格運用が開始されたことに伴い、

社会保障・税等の手続きにおいて、課税証明書等の添付書類の提出が不要になるなど、市民

の利便性の向上が図られております。また、マイナンバーカードを活用した各種証明書が平

成２８年１月から全国のコンビニで発行できるほか、令和３年１０月からは健康保険証とし

ての利用が本格開始されるなど、今後もマイナンバーカードを活用した新たなサービスが生

まれることで、更にマイナンバーカードを取得するメリットが見込まれます。これらの内容

について、引き続き市政だよりやホームページ等で広く周知していくとともに、さらなる利

便性向上に努めてまいります。 

また、個人情報の保護については、令和 5 年 4 月に施行された改正個人情報保護法及び川

崎市個人情報保護法施行条例に基づく取組を、個人情報保護委員会と連携・協力しつつ、進

めてまいります。 

 

相模原市（市長公室、市民局） 

デジタル行政基盤の指向につきましては、行政内部の事務の効率化を推進し、職員が政策

立案や相談業務、防災等の安全・安心に関する業務、協働に関する業務等に注力できる環境

を構築することで、行政サービスの更なる向上につなげて行くことが重要であると考えてい

ることから、デジタル技術やデータを活用し、行政手続き等の利便性の向上を図るとともに、

ＤＸ人材の育成、デジタル技術及びデータを活用できる更なる環境整備などに取り組んでま

いります。 

また、マイナンバーカードの普及につきましては、国と連携し、市民の皆様への周知に努

めるとともに、適切な個人情報保護策を講じてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価 ② 要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。 

・現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・2024年秋に予定されているマイナンバーカードと健康保険証の一体利用に 

向けては、市民に混乱が生じることがないよう、国との連携を一層進め 

取り組むことを求める。 
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※参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政令市 

順位 都市名 人口 

（R4.1.時点） 

交付枚数(累計) 保有枚数 保有率 

13 横浜市 3,755,793 2,712,684 2,560,687 68.2% 

14 相模原市 719,112 511,103 485,225 67.5 

19 川崎市 1,522,390 1,039,077 975,308 64.1% 

 

 

 

 

 

29．公契約における公正労働の確保は、地域で働く者の適正な労働条件の確保などディー

セント・ワークの実現を促すとともに、その大部分を受注する地元の中小企業と地域で

暮らす住民、そして地域のステークホルダーに好循環を生み出す仕組みである。県は、

すでに公契約条例を制定している自治体における取り組み状況の把握、賃金実態調査の

継続、データの蓄積等をすすめ、条例制定の必要性を検証し、公契約条例の制定に向け

取り組みを推進すること。また、公契約条例制定の自治体はその効果を検証すること。 

＜公契約関係政策 8.5 12.7 16.5 16.6 補強＞ 
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神奈川県（産業労働局、県土整備局、会計局） 

平成 26 年３月の「公契約に関する協議会」からの報告では、公契約条例の導入について、

必要とする意見と、適切でないとする両方の意見がありました。 

その上で、今後、県が検討すべき課題として、「入札・契約制度の見直し」や「一般業務委

託の積算等のルール化」、「公契約条例制定自治体の運用状況調査」や「賃金実態調査」の継

続が指摘されました。 

そこで、県では、この４つの課題への取組として、最低制限価格制度の見直し、積算基準

の制定、公契約条例を制定している自治体への運用状況調査や賃金データの蓄積を行ってき

ました。 

前回の協議会から約 10年が経過し、経済や労働環境が大きく変化していることから、令和

５年９月から外部有識者による「公契約に関する協議会」を開催し、条例の必要性について

検討を開始しました。 

 

横浜市（財政局） 

労働者の皆様の労働条件を守ることは大変重要であると考えています。これまで、過度な

低価格競争を防止する対策を実施しており、令和４年９月に工事の最低制限価格等の引上げ

を行い、委託については令和５年度契約から最低制限価格の引上げを行いました。 

引き続き、関係団体の皆様のご意見を伺うとともに、他都市の公契約条例をはじめとする

様々な取組を参考にしながら、労働条件を守るための環境整備に取り組みます。 

 

 

 

 

神奈川県（くらし安全防災局、産業労働局） 

県では、事業者に対する過剰な要求と思われる苦情や相談が県の消費生活相談窓口に寄せ

られた際には、カスタマーハラスメントに繋がることのないよう、丁寧かつ適切に助言をし

ており、ホームページやリーフレットを通じて、倫理的な消費者行動のより一層の浸透に努

めてまいります。 

また、本年 12月の「職場のハラスメント相談強化月間」に実施する中小企業向けセミナー

30．消費者による不当な要求が働く環境を著しく阻害している。悪質なクレームや暴力な

どのカスタマーハラスメントの防止に向けて、倫理的な消費者行動を促進するための施

策を一層推進すること。また、カスタマーハラスメントに関わる実態調査等を行い、対

策に関する研究等をすすめるとともに自治体としての認識を示すこと。 

＜消費者政策 8.5 継続＞ 

評価 ② 要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。 

・現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・2023年 9月に始まった、県の公契約条例に関する協議会の経過に着目しな 

がら、取り組みの前進を求める。 
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において、企業内の相談体制の整備や従業員への研修の実施など具体的な対策を紹介してい

く予定です。 

さらには、この期間中に県内各所で実施する街頭労働相談において、パワハラやセクハラ

だけでなく、カスタマーハラスメントについても相談ができることを積極的にＰＲするほか、

国の対策マニュアルや相談窓口などカスタマーハラスメントに関する情報や対策を集約した

特集ページを県ホームページに新たに作成することとしており、こうした取組により、労働

者が安心して生き生きと働くことができる職場環境を整備してまいります。 

 

横浜市（経済局） 

倫理的な消費者行動の促進に向け、引き続き、消費者市民社会の形成を目指した教育・啓

発を推進してまいります。また、カスタマーハラスメントの防止に向けて新たにウェブペー

ジでの周知を実施するとともに、国の動向を注視しながら研究してまいります。 

 

川崎市（経済労働局労働雇用部、消費者行政センター） 

カスタマーハラスメントについては、顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・

言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当

なものであって、労働者の就業環境が害されるものと定義されており、社会的にも大きな問

題となっています。本市においては、市内２か所の労働相談窓口において各種ハラスメント

に関する相談を受け付けるとともに、かわさき労働情報においてカスタマーハラスメントに

関する相談事例を紹介するなど情報発信をしているところです。今後につきましても、厚生

労働省が実施した「令和２年度職場のハラスメントに関する実態調査」の結果等を踏まえ、

情報発信等に努めてまいります。 

また、消費生活の多様化により、相談内容は複雑化しており、それに伴い不条理な苦情も

多く寄せられていることから、消費者行政センターでは、本市や国民生活センターが開催す

る研修等に積極的に参加し、苦情への対応・対策について、幅広く情報収集に努めてまいり

ます。 

 

相模原市（市民局） 

消費者によるカスタマーハラスメントについては、実態の把握の必要性や、消費者政策と

しての対応の可否も含めて、検討してまいります。 

 

 

 

 

 

評価 ② 要求に対し、取り組みが進められているが、解決に向けた更なる努力を求める。 

・現状、要求内容に沿った取り組みが行われている。 

・ハラスメント発生時の相談窓口等の整備と合わせ、消費者への一層の啓発を 

求める。 
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※参考 

 


